
厚生労働大臣 武見敬三 様 

財務大臣   鈴木俊一 様 
 

「訪問介護事業所がなくなれば住み慣れた家で暮らしていけない」、「親を介護施設に入れざるを

得ない」。3年に1度の介護報酬の改定で、訪問介護の基本報酬が4月から引き下げられたことに怒り

不安の声が広がっています。身体介護、生活援助など訪問介護は、とりわけ独居の方をはじめ要介

護者や家族の在宅での生活を支えるうえで欠かせないサービスです。このままでは在宅介護が続け

られず「介護崩壊」を招きかねません。 

介護報酬は介護保険から介護事業所に支払われますが、今回の引き下げで訪問介護事業所、とり

わけ小規模・零細事業所が経営難に陥り、在宅介護の基盤が壊滅的になる恐れがあります。すでに

２３年の訪問介護事業所の倒産は６７件と過去最多を更新し、ほとんどが地域に密着した小規模・

零細事業所です。 

厚生労働省は引き下げの理由として、訪問介護の利益率が他の介護サービスより高いことをあげ

ていますが、これはヘルパーが効率的に訪問できる高齢者の集合住宅併設型や都市部の大手事業所

が利益率の「平均値」を引き上げているものであり、実態からかけ離れています。 

訪問介護はとくに人手不足が深刻です。⾧年にわたる訪問介護の基本報酬が引き下げられた結果、

ヘルパーの給与は常勤でも全産業平均を月額約６万円も下回ります。ヘルパーの有効求人倍率は２

２年度で１５・５倍と異常な高水準です。 

政府は訪問介護の基本報酬を引き下げても、介護職員の処遇改善加算でカバーできるとしていま

すが、すでに加算を受けている事業所は基本報酬引き下げで減収となり、その他の加算も算定要件

が厳しいものが多く、基本報酬引き下げ分をカバーできない事業所が出ると予想されます。今回の

介護報酬改定では介護職員の処遇改善のため報酬を０・９８％引き上げるとしています。これによ

り厚生労働省は職員のベースアップを24年度に月約7500円、25年度に月約6000円と見込みます。

しかし財源の根拠が不明確でベースアップが確実に実行される根拠はありません。このままでは介

護人材の確保はますます困難になるだけです。 

私たちは、訪問介護費の引き下げ撤回と、介護報酬引き上げの再改定を早急に行うことを強く求

めます。 

事業所名・団体名・個人名 

所在地・住所 

氏 名 
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【地方議会 請願書モデル】（注）陳情の場合は、文中の「請願」を「陳情」に改めること 

2024 年  月  日 

○○議会 議⾧       殿 

請願（陳情）者 

住所 

氏名 ○○社会保障推進協議会 ○○ ○○ 印 

 

紹介議員（陳情の場合は不要）       印 

 
 

 

【請願（陳情）趣旨】 
 

「訪問介護事業所がなくなれば住み慣れた家で暮らしていけない」、「親を介護施設に入れざるを
得ない」。3 年に 1 度の介護報酬の改定で、訪問介護の基本報酬が 4 月から引き下げられたことに怒
り不安の声が広がっています。身体介護、生活援助など訪問介護は、とりわけ独居の方をはじめ要
介護者や家族の在宅での生活を支えるうえで欠かせないサービスです。このままでは在宅介護が続
けられず「介護崩壊」を招きかねません。 

介護報酬は介護保険から介護事業所に支払われますが、今回の引き下げで訪問介護事業所、とり
わけ小規模・零細事業所が経営難に陥り、在宅介護の基盤が壊滅的になる恐れがあります。すでに
２３年の訪問介護事業所の倒産は６７件と過去最多を更新し、ほとんどが地域に密着した小規模・
零細事業所です。 

厚生労働省は引き下げの理由として、訪問介護の利益率が他の介護サービスより高いことをあげ
ていますが、これはヘルパーが効率的に訪問できる高齢者の集合住宅併設型や都市部の大手事業所
が利益率の「平均値」を引き上げているものであり、実態からかけ離れています。 

訪問介護はとくに人手不足が深刻です。⾧年にわたる訪問介護の基本報酬が引き下げられた結
果、ヘルパーの給与は常勤でも全産業平均を月額約６万円も下回ります。ヘルパーの有効求人倍率
は２２年度で１５・５倍と異常な高水準です。 

政府は訪問介護の基本報酬を引き下げても、介護職員の処遇改善加算でカバーできるとしていま
すが、すでに加算を受けている事業所は基本報酬引き下げで減収となり、その他の加算も算定要件
が厳しいものが多く、基本報酬引き下げ分をカバーできない事業所が出ると予想されます。今回の
介護報酬改定では介護職員の処遇改善のため報酬を０・９８％引き上げるとしています。これによ
り厚生労働省は職員のベースアップを 24 年度に月約 7500 円、25 年度に月約 6000 円と見込みま
す。しかし財源の根拠が不明確でベースアップが確実に実行される根拠はありません。このままで
は介護人材の確保はますます困難になるだけです。 

以上の趣旨から、下記事項につき、地方自治法第９９条にもとづき、内閣総理大臣、厚生労働大
臣、財務大臣に対する意見書の提出を決議していただくよう請願（陳情）いたします。 
 

【請願（陳情）項目】 
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事務連絡２３－２６ 

２０２４年３月２２日 

 

介護保険制度改善と介護従事者の処遇改善を求める請願署名の 

第３次最終提出行動への推進と集約のお願い 
 

中央社会保障推進協議会 

 

日々の社会保障を守り推進する活動に敬意を表します。 

厚生労働省は、4 月より実施する報酬改定で訪問介護も介護人材不足問題は理解してい

ると答弁していたにもかかわらず、人手不足が最も深刻な訪問介護サービスの報酬の引き

下げが行われました。また、全産業平均給与と比べ程遠い水準の介護従事者の処遇改善は

待ったなしの課題に対して、処遇改善は「事業所の経営努力によって実施する」など厚生

労働省は回答するなど制度の改悪が進んでいます。 

中央社保協として、２月２９日（木）に開催した第２次の署名提出では臨時国会に２３

万６１８７筆を提出しました。行き届いた介護を実現するためには、社会保障費を大幅に

増やし、介護保険制度の抜本改善、介護従事者の大幅な処遇改善と増員を図ることが何よ

りも必要です。制度の改悪をやめ、憲法 25 条に基づく「介護の社会化」実現に向けて奮闘

しましょう。 

 

記 

 

  介護保険制度改善と介護従事者の処遇改善を求める院内集会・国会行動 

  第３次最終提出 

２０２４年６月３日（月）１２：００～１３：００ 

衆議院第２議員会館多目的室 ◎国会内集会後に国会議員への行動を行います。 

集会の様子は YouTube にて配信予定です。 

https://www.youtube.com/live/Nh6tY_MvZXw?si=Kd6AhtOhTw3mm6Ki 

 

※ ２０２４年５月２７日（月）までに中央社保協事務局までお送りください。 

ご持参される場合も集約の関係がありますので署名数をお知らせいただけれ

ば幸いです。また、提出の関係で１０００筆を一束にまとめていただけると大

変助かります。 
 

以上 

2024年5月8日介護部会

3



2024年5月8日介護部会

4



2024年5月8日介護部会

5



2024年5月8日介護部会

6



2024年5月8日介護部会

7



2024年5月8日介護部会

8



2024年5月8日介護部会

9



2024年5月8日介護部会

10



2024年5月8日介護部会

11



2024年5月8日介護部会

12



2024年5月8日介護部会

13



2024年5月8日介護部会

14



訪問介護事業所緊急アンケート 

介護報酬引き下げで訪問介護事業はどうなりますか 

           2024 年 4 月 大阪社会保障推進協議会 

訪問介護事業所の皆様の声を 厚生労働省に届け、再改定を求めます 

 国は、今年 4 月の介護報酬改定で、訪問介護費を２～３％引き下げました。深刻な人手不足に陥

っている訪問介護事業は、ますます求人難になり、ホームヘルパーの退職や事業所の縮小・撤退を招

くことが危惧されています。しかし国は、こうした実態を十分に把握していません。 

 私たちは、国（厚生労働省）に対し、早急に介護報酬の「再改定」を行い、訪問介護費の引下げを

撤回し、報酬を引き上げることを国に求めたいと思います。そのために訪問介護事業所の実態を広

く明らかにするためのアンケートを実施することになりましたので、ご協力をお願い申し上げます。

（このアンケート結果は、大阪社会保障推進協議会ホームページで公表するとともに、厚生労働省

に届けます。なお、完全に匿名で集計処理しますので安心してお答えください） 

なるべく、右下の QR コードから、アンケートにお答えください。 

１ 訪問介護の介護報酬が引き下げられたことについてお伺いします。     

（１）訪問介護の介護報酬が引き下げについてどう思われますか。 

□①納得できない   □②納得できる  □③どちらでもない（           ） 

（２）訪問介護の介護報酬が引き下げで考えられる影響（複数回答可） 

 □①事業所の経営が苦しくなる 

 □②ホームヘルパーの賃金改善が難しくなる 

□③ホームヘルパーの意欲・モチベーションが下がる 

□④ホームヘルパーの募集が困難になる 

□⑤ホームヘルパーの離職につながる  

□⑥その他（                                    ） 

（３）介護報酬引き下げについてのご意見をお書きください 

 

２ 事業所の現状についてお伺いします。                  

（１）訪問介護事業所で困っていることはありますか？ 

 □①困っている □②困っていない  

（２）困っていることがある場合、困りごとはどれでしょうか？（複数回答可） 

□①人員不足 

□②ホームヘルパーの高齢化 

□③募集しても人が来ない 

□④管理者やサービス提供責任者が忙しすぎる 

□⑤ホームヘルパーの給与が安い 

□⑥利用者・家族との対応 

□⑦ケアマネジャーや関係事業者等との連携 

□⑧その他（                       ） 

（３）現場から国に対して伝えたいこと。国に望むこと 

 
 
 
 
 

協力ありがとうございました。 

５月１５日（水）までにＦＡＸ06－6357－0846 へ送信して下さい 

以下の QRコードから 

アンケートの 

入力お願いします。⇩ 
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2016 年９月 29 日（木） 

第１２号 県連平和・社

保委員会 

 

 

 

 

 

 

 

 

ストップ介護崩壊 419 県民学習会 

160 名参加で「介護の危機」共有 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

4 月 19 日 18 時から 19 時 40 分まで 沖縄産業支援センター大ホールにて「ストップ介護崩壊 419 県民学習会」 

を開催しました。会場には予想を超える 78 名、オンラインでも 82 名が参加視聴され、合計で 160 名参加。 

 学習会ではまず特別報告として、京都から認知症の人と家族の会前代表理事の鈴木森夫さんより「認知症の人

と家族の会の歴史」「介護保険の改善へたたかってきた歴史」「2024 改定の問題点」「介護改善へ当事者がまず声

をあげよう」と、力強い応援メッセージ。講演資料⇒https://xgf.nu/rnEL9 

 続いて、訪問介護、居宅介護支援、入所施設介護のそれぞれの現場から「リレートーク」（詳細は続報で） 

 新婦人の里道昭美事務局長より「特別アピール」を読み上げ、「訪問介護費の報酬引き下げ撤回、介護従事者の

処遇改善を求める署名運動」の開始宣言が発信されました。 

 

〇行動提起 

一、 介護崩壊の危機をまわりに知らせ

ましょう 

二、 介護従事者の処遇を改善し、介護

事業所を存続させるため「介護報酬

再改定」署名運動を成功させましょ

う 

三、 認知症の人と家族の会とも連携

し、だれでも安心して生きていける本当の共生社会のためにも介護保

険制度を抜本的に改善しましょう 

2024．4.22 

No. 29 
《部内資料》 

人権としての社会保障を守りましょう 

2024年5月8日介護部会
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〇参加者の声（グーグルフォームより） 
団体・職場・地域名 特別講演　認知症の人と家族の会　鈴木森夫前代表理事の講演　感想と質問

愛知みなと医療協立総合病
院

会の活動の力点と歴史が良くわかった。アンケートで気が休まらないが多かったことが印象に
残った。

介護老人保健施設かりゆしの
里

認知症の人と家族の会のこれまでの歩みや取り組みを知ることが出来ました。
また、今回の講演を聞いて介護保険初期より要介護2の方の給付外しが検討されていることに
びっくりしました。
金の勘定だけでは、地域で介護が必要な方達の生活は守れません。とても残念な事は実際に
関わる当事者達が声を上げても政治家が決定した事はくつがえす事ができないことです。
諦めるわけにはいきません。更に大きな介護ウェーブを、巻き起こす事が大事だと改めて感じる
事が出来ました。

とよみ生協病院 認知症と家族の会が、８０年代から活動をしており、多岐にわたる活動内容を知った。認知症の
介護が認識されない時代から、当事者、ご家族の頑張りがあり、今に至るのだと思った。
介護保険制度が出来たことで、介護の充実ができたこともあると思うが、改悪で使えない、使い
ずらいものになってきているのはおかしい。

社会福祉法人沖縄にじの会
介護老人保健施設かりゆしの
里

私も認知症の父がおり、現在は施設入所してますが在宅の時は居宅サービスを利用しながら
家族で介護していました。
収入もある事から保険料も高く、介護サービス費も高かったのですが、皆仕事があるので介護
サービスを中止するわけにはいきませんでした。現在は施設入所なので、在宅介護の時よりも
費用負担は増しています。
これ以上の費用負担増額には我々も継続して声をあげていかなければと思いました。

沖縄にじの会　特別養護老人
ホーム　知花の里

44年前、認知症で困っていても相談できる病院も少なく相談出来る機関もない為「呆け老人を
かかえる家族の会」が京都で結成され全国から人々が集まり、その時も社会問題として実態が
有るのに整備が進んでいない状況だった事を知りました。1人で抱えない、相談できるところが
有るのは心強かったと思いました。その仲間達と、声をあげ介護保険制度についての要望を伝
えたたかい続けていることに感銘を受けました。国は、高齢者が住み慣れた地域で自分らしい
生活を最後まで送ることを支援するシステムとし社会保障制度を持続させる地域包括システム
の構築を推進しています。しかし介護保険制度を厳しく改訂しようとする動きに対して違和感し
か感じません。このまま地域の現状を伝えずにいると、高齢者が住みにくい生きにくい様に粛清
されるイメージです。これからもよりよいケアの継続の為に声をあげ未来をよりよい日本に変えて
いきたいと感じました。貴重な講演有難うございました。

おきなわにじの会　　ゆがふ
苑

家庭での対応が難しく、問題などがあるため、結成され　　励まし合い助け合うを、掲げて認知
症の支援を全国に発信している事が素晴らしいです。
認知症の方でも、すみ慣れた町で暮らせる社会になって欲しいです

協同にじクリニック 2024年度は、トリプル改定(医療介護障害)の年で、どれぞれの場所において患者、利用者、
当事者への寄り添った支援が出来ない不安が残る恐れがあると危機感を感じました。現場の声
は大切でその思いを絶やす事なく継続して声を上げていかないといけない！活動を続ける事
の大切さを学びました。

 

☆「介護報酬再改定要請緊急署名」運動をスタート（5 月 27 日まで） 

介護崩壊を防ぐために引き続きご協力お願い申し上げます 

*署名用紙⇒https://xgf.nu/pCsYm 
 

☆4 月 25 日「社会保障を守る 25 の日行動」実施します 

  4 月 25 日（木）17 時 30 分—18 時 15 分  

  ゆいレール県庁前駅の下 
  保険証廃止反対の署名宣伝行動です 

  飛び入り歓迎ですので積極的なご参加をお願いします 
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地域の皆様へ  

                               沖縄県社会保障推進協議会 
会⾧ 新垣安男 

 

「訪問介護費の引き下げ撤回と、介護従事者の処遇改善

のためにも介護報酬引き上げの再改定を早急に求める」

政府要請及び地方自治体向け署名の取り組みにご協力

のお願い 
 

 

時下ますますご清祥の段、お慶び申し上げます。平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申

し上げます。 

この度の訪問介護の基本報酬切り下げに対して、ホームヘルパーや訪問介護事業所は

もとより、自治体関係者や介護利用者からも多くの懸念や抗議の声が広がっています。とり

わけ小規模・零細の介護事業所が経営難に陥り、在宅介護の基盤が壊滅的になる恐れが

あります。 

身体介護、生活援助など訪問介護は、要介護者の在宅での生活を支えるうえで欠かせ

ないサービスであり、このままでは在宅介護が続けられず「介護崩壊」を招きかねません。 

介護報酬改定は、法律改正事項ではありません。厚生労働省告示によって決められるも

のであり時期も法定されていません。したがって今からでも厚生労働大臣が「決定」すれば

報酬改定のやり直し（再改定）は十分に可能です。 

 「訪問介護費引下げ撤回と介護従事者の処遇改善のためにも介護報酬の再改定を早急

に求める」国あてのメッセージ署名（団体でも個人でも可）と地方自治体向けの個人署名

へ、地域のみなさまのご協力をお願い申し上げます。 

  

記 

以下の署名運動について、ご協力ご検討お願い申し上げます 

 

〇「訪問介護費の引き下げ撤回と、介護報酬引き上げの再改定を早

急に求める」政府要請メッセージ署名（団体・個人）  

 

〇「訪問介護費の引き下げ撤回と、介護報酬引き上げの再改定を早

急に求める」自治体要請署名（個人）  

 

・取り組み期間：5 月 27 日（月）までにご返信ご協力お願いします 
 

2024年5月8日介護部会
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